
［ドリルプリント］
年　　　組　　　番

名前

1　次の問いに答えなさい。
⑴　次の文の（　　）にあてはまるものを，下のア〜カからそれぞれ選び，記号で答えなさい。

　　裁
さい

判
ばん

所
しょ

は，（　　　）にもとづいて問題を解決し，国民の（　　　）を守る仕事をしています。
国民は，だれでも裁判を受ける権

けん

利
り

をもち，（　　　）に不服であれば（　　　）回まで裁判
を受けることができます。

　ア　義務　　イ　判決　　ウ　2　　エ　3　　オ　権利　　カ　法
ほう

律
りつ

　

⑵　裁判員制度について，正しくのべているものを，次のア〜ウから１つ選び，○をつけなさい。

　ア（　　）国民の感覚や視
し

点
てん

を裁判に生かすことを目的にしている。

　イ（　　）裁判をゆっくり行うことを目的にしている。
　ウ（　　）国民が裁判に関心をもつための制度で，裁判員は有罪か無罪かの判断はしない。

2　次の図は「裁
さい

判
ばん

のしくみ」をあらわしたものです。①〜③にあてはまることばを，下のア〜ウ
からそれぞれ選び、記号で答えなさい。
　

　

　①（　　　　）　②（　　　　）　③（　　　　）
　ア　地方裁判所　　イ　家庭裁判所　　ウ　最高裁判所　　　

3　裁
さい

判
ばん

所
しょ

の働きについてのべた次の文の（　　）にあてはまることばを，下から選んで答えなさい。
　①　人々の間に起きた争いなどについて，（　　　　　　）側と被

ひ

告
こく

側に分かれて裁判

を行い，判決を出す。

　②　罪を犯した疑
うたが

いのある人が有罪か（　　　　　　）かの裁判を行い，判決を出す。
　③　法

ほう

律
りつ

が憲
けん

法
ぽう

に違
い

反
はん

していないかを調べる。

　④　政治が（　　　　　　）に違反していないかを調べる。
　［　憲法　　無罪　　原告　　犯

はん

罪
ざい

　］

6 わたしたちの生活と政治

国の政治のしくみ 裁
さ い

判
ば ん

所
し ょ

／11問

さいばんしょ
とうきょう 最高裁判所（1）
東京

さっ

な

ひろしま たかまつ ふくおか

ご や おおさか

ぽろ せんだい

札幌・仙台・東京

名古屋・大阪

広島・高松・福岡

都道府県庁所在地と都道府県庁所在地と
釧路・旭川・函館

全国各地

釧路・旭川・函館

家庭や未成年者の
問題をあつかう

罪の軽い事件をあつかう

高等裁判所（8）

地方裁判所（50）
家庭裁判所（50）

簡易裁判所（438）
かん

さいばんしょ

い

①

②
③

くし はこだてあさひかわ

ちょう

ろ
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